
基準価額・純資産総額の推移 設定日

信託期間

決算日

（休業日の場合は翌営業日）

信託報酬率 後記の「ファンドの費用・税金」参照

基準価額・純資産総額

基準価額

前月末比

純資産総額

分配金実績

※ 直近1年間累計

※ 分配金は10,000口あたりの税引前の金額
※ 分配金は増減したり支払われないことがあります。

期間別騰落率 資産別構成

外国債券
※ 騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています。 短期金融資産等

※

基準価額の要因分析 ポートフォリオ特性

基準価額騰落額（前月末比） 修正デュレーション

債券要因 残存年数

インカムゲイン 複利最終利回り

キャピタルゲイン 直接利回り

為替要因 ※

収益分配金

信託報酬

その他
※

設定・運用は  最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

比率

1.8%

98.2%

20円 

6カ月 1年3カ月期間
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8.6年

4.0%
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39円 

第265期

6,698円 

毎月15日

117億円 

第263期 2025/09

10円 

第264期

第262期 2025/08

分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前
分配金を再投資したものとして算出しています。

10円 

ファンド

比率は純資産総額に対する割合です。

179.6%

2025/10 10円 

2025/11 10円 

10円 2025/12

120円 

設定来累計 11,916円 

-73円 

108円 

3年 設定来

0.7% 5.6% 8.5% 6.1% 24.5%

6.1

-53円 

39円 

0円 

ファンドの複利最終利回りおよび直接利回りは、
実際の投資家利回りとは異なります。

-10円 

-6円 

要因分析は基準価額に与えた影響等をご理解いただ
くために簡便的に計算した概算値であり、その正確性、
完全性を保証するものではありません。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2003/08/29 2008/08/29 2013/08/29 2018/08/29 2023/08/29

（億円）（円）

純資産総額 〔右目盛〕

分配金再投資基準価額 〔左目盛〕

基準価額 〔左目盛〕

（年/月/日）



月次レポート

作成基準日：2025年12月30日

【日本経済新聞掲載名】パンパシ

パン・パシフィック外国債券オープン
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種別構成 格付別構成 国別構成 通貨別債券構成

国債 AAA

政府機関債 AA

地方債 A

国際機関債

組入上位10銘柄 銘柄数 ： 45

1 オーストラリア国債 4.25% 26/4/21 国債 オーストラリアドル

2 米国国債 3.5% 27/10/31 国債 米ドル

3 ニュージーランド国債 3.5% 33/4/14 国債 ニュージーランドドル

4 米国国債 4% 32/4/30 国債 米ドル

5 カナダ国債 3.5% 34/3/1 国債 カナダドル

6 カナダ国債 2.75% 30/3/1 国債 カナダドル

7 ニュージーランド国債 2% 32/5/15 国債 ニュージーランドドル

8 ニュージーランド国債 1.5% 31/5/15 国債 ニュージーランドドル

9 カナダ国債 2.5% 27/11/1 国債 カナダドル

10 ビクトリア州財務公社 2.5% 29/10/22 政府機関債 オーストラリアドル

※ 政府機関債には政府保証債を含めています。

※ 格付別構成の比率は組入外国債券の評価金額合計に対する割合です。

※ 種別構成、国別構成、通貨別債券構成および組入上位10銘柄の比率は純資産総額に対する割合です。

※ 格付は、Moody's、S&Pが付与した格付のうち下位格付を採用。S&Pについては最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」をご参照ください。

参考情報（過去1年）

10年国債利回りの推移 対円為替レートの推移

※ 出所：Bloomberg

設定・運用は  最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

銘柄名 通貨 比率

2.5%

2.8%

3.3%

3.6%

3.9%

4.7%

5.4%

7.2%

7.8%

10.6%

20.6%

20.6%

3.500% 2027/10/31

2026/04/21

※
※

2029/10/22

2027/11/01

2031/05/15

2032/05/15

2030/03/01

2034/03/01

2032/04/30

2033/04/14

1年前を100として指数化しています。
為替レートは、一般社団法人投資信託協会が定めたレートで、
投資信託の基準価額の算出の際に用いています。
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パン・パシフィック外国債券オープン

追加型投信／海外／債券
資料作成日：2026年 1月 9日

市場動向

債券市場

為替市場

運用経過

今後の市場見通し・運用方針

債券市場の見通し

為替市場の見通し

運用方針

設定・運用は  最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

米国 長期金利は前月末比で上昇しました。上旬には景気の底堅さが確認される中、欧州や日本における長期金利の
上昇が波及したこともあり、上昇しました。ＦＯＭＣ(米連邦公開市場委員会)では利下げの再開を決定しました。
その後はＦＲＢ(米連邦準備制度理事会)による追加利下げ観測を背景に、小幅に低下しました。

カナダ 2025年11月のインフレ率は対前年比で+2.2％と目標(2％)付近の水準となりました。2025年7～9月期のＧＤＰ(実
質国内総生産)が予想以上に伸びたことや、11月の雇用統計が失業率の改善を示したことを背景に中央銀行は
政策金利の据え置きを決定しました。カナダ長期金利は米国長期金利に連動し、上昇しました。

オーストラリア 中央銀行は政策金利の据え置きを決定しました。インフレ率が目標レンジを上回っていることから、中銀総裁は
追加利下げについて必要なく、また近い将来に利上げを行う可能性を示唆し、オーストラリア長期金利は上昇し
ました。

ニュージーランド 中央銀行新総裁は利下げのサイクル終了が近いことや当面、政策金利を据え置く方針を示す中、ニュージーラ
ンド長期金利は米国長期金利に連動し、上昇しました。

米ドル 対円で前月末比小幅に下落（円高ドル安）しました。ＦＯＭＣで0.25％の利下げが決定されると下落しましたが、そ
の後開催された日銀金融政策決定会合で0.25％の利上げが行われたものの、総裁会見が今後の利上げペース
について慎重と受け止められると反発しました。その後、財務大臣が政府による円買い為替介入の可能性につ
いて言及すると、再び下落しました。

カナダ 雇用関連指標などが好調な一方で、インフレ指標は下げ渋っており、今回の利下げサイクルが終了した可能性
が強まっています。一方で、米国の関税政策など、不透明要因も残っています。特に2026年はＵＳＭＣＡ（米国・メ
キシコ・カナダ協定）の見直しがあります。

オーストラリア オーストラリアは、日本を除く先進国の中で、利上げ転換に最も近い位置にあると考えられます。引き続きインフ
レ指標に注目が集まりそうです。長短金利差はまだ拡大余地がありそうです。

ニュージーランド 今回の利下げサイクルは終了した可能性がありますが、オーストラリアに比べると経済ファンダメンタルズは脆弱
であり、利上げに転じるタイミングは遅れると予想されます。オーストラリアや米国対比では長短金利差が大きく、
長期債に投資妙味が出つつあります。

　豪ドルに対する強気姿勢を維持していますが、年末年始にかけて、やや割高化が進展しつつあります。短期的には修正安局面
もありそうです。米ドルに対しては中期的な弱気姿勢を維持しています。円については、12月に追加利上げがあったものの、日本
の政策金利は相対的にはまだ低く、一方で米国を除く世界各国では利下げの打ち止め感が出ていること、中国関連の地政学的
リスクもあることから、当面は頭の重い展開が続きそうです。

　通貨配分については景気動向、為替レートや金利の水準、金融政策の方向性、政治情勢等を勘案しながら機動的に調整する
方針ですが、当面豪ドルに強気スタンス、米ドルに弱気スタンスとします。デュレーションについては、各国の経済ファンダメンタル
ズ状況、利下げの余地と市場の織り込み度合いを勘案し、機動的に調整しますが12月末の水準では中立姿勢とし、長期化のタイ
ミングを計ります。

カナダドル 中央銀行は政策金利の据え置きを決定しました。ＧＤＰの伸びや国内の労働市場の改善傾向を背景に対米ド
ル、対円ともに上昇しました。

オーストラリアドル 中央銀行は政策金利の据え置きを決定しました。インフレ懸念から中央銀行総裁が利上げの可能性を示唆し、
対米ドル、対円ともに上昇しました。

ニュージーランドドル 中央銀行新総裁は当面の間政策金利を据え置く方針を示す中、2025年7～9月期のＧＤＰが市場予想を上回った
こともあり、対米ドル、対円ともに上昇しました。

　4カ国の債券へ分散投資を継続しつつ、修正デュレーションはポートフォリオ全体で6.1程度としました。通貨別配分については、
豪ドル多め、他の3通貨を少なめ配分としました。

米国 米国では12月に3会合連続となる0.25％ポイントの利下げが実施されましたが、次回利下げのタイミングについて
は、ＦＯＭＣ内で意見が割れている模様です。金利動向はレンジ圏の動きになり、長短金利差には拡大の余地が
あると考えます。
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ファンドの目的
パン・パシフィック外国債券オープンは、環太平洋先進諸国（アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの４カ国）の国債、州債、政府保証債、政
府機関債および国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
●特色①

環太平洋先進諸国（アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの４カ国を指します。）の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機
関債を主要投資対象とします。

●特色②
原則として、取得時の格付がＡ格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。

●特色③
４カ国に分散投資し、リスクを抑制します。

●特色④
相対的に高い利回りが期待される債券に投資することにより、安定的な収益の確保を目指します。

●特色⑤
外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。

分配方針
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

投資リスク
基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、価格変動の影
響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生じた運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰
属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込み、
損失を被ることがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
＜主な変動要因＞

債券価格変動リスク
債券（公社債等）の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債券の価格
は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因と
なります。

為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現
地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は
下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があ
ります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行
が起こる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません｡
その他の留意点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一

時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買ができなくなることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があるため、分

配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに
相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を
超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

CC_24195802_01_ost明治安田AM_ﾊﾟﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ外国債券ｵｰﾌﾟﾝ_月報用PDF.indd   1 2024/11/27   15:40:07
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収益分配金に関する留意事項
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。
《投資信託で分配金が支払われるイメージ》

投資信託の純資産

分配金

*上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。

《計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合》
（前期決算日から基準価額が上昇した場合） （前期決算日から基準価額が下落した場合）

10,500円

10,550円

※500円
（③+④） ※450円

（③+④）

※420円
（③+④）

前期決算日

※分配対象額
500円

10,500円

10,400円

10,300円

※500円
（③+④）

前期決算日

※分配対象額
500円

※分配対象額
450円

当期決算日
<分配前> 

当期決算日
<分配後> 

※50円を取崩し ※分配対象額
420円

当期決算日
<分配前> 

当期決算日
<分配後> 

※80円を取崩し

期中収益
（①+②）

50円

※50円

分
配
金

100円 分
配
金

100円

10,450円 配当等収益
① 20円
※80円

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

*上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。

（当初個別元本） 個別元本

（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合） （分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）

※元本払戻金（特別分配
金）は、実質的に元本の
一部払戻しとみなされ、
その金額だけ個別元本
が減少します。また、元
本払戻金（特別分配金）
部分は非課税扱いとなり
ます。

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

投資者の
購入価額

普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金支払後
基準価額

個別元本

分配金支払後
基準価額

普通分配金 ： 個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金） ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の

額だけ減少します。
（注） 普通分配金に対する課税については、後掲の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。
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最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。設定・運用は

購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販
売会社へお問合わせください｡

購 入 価 額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とし
ます｡

（基準価額は１万口当たりで表示しています｡
以下同じ。）
※�基準価額は販売会社または委託会社へお

問合わせください｡

購 入 代 金 販売会社が指定する期日までにお支払いく
ださい｡

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販
売会社へお問合わせください｡

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とし
ます｡

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して５営
業日目から受益者に支払います｡

申 込 締 切 時 間

原則として、販売会社の営業日の午後３時30
分までに販売会社が受付を完了した分を当
日の申込みとします。なお、販売会社によって
は受付時間が異なる場合がありますので、詳
しくは販売会社にお問合わせください。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休
業日の場合は、購入・換金の申込みの受付を
行いません。

購 入 ･ 換 金
申 込 受 付 の
中止及び取消し

金融商品取引所における取引の停止､外国為
替取引の停止､決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは､申込みの受付を
中止すること、およびすでに受付けた申込み
の受付を取消すことがあります｡

信 託 期 間 無期限（2003年８月29日設定）

繰 上 償 還

委託会社は、受益権の総口数が10億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。

決 算 日 毎月15日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配

年12回決算を行い、収益分配方針に基づい
て分配を行います｡
※当ファンドには、「分配金受取りコース」およ

び「分配金再投資コース」があります。なお、
お取扱い可能なコースおよびコース名に
ついては、異なる場合がありますので、販
売会社へお問合わせください。

課 税 関 係

課税上は､株式投資信託として取扱われま
す｡
配当控除、益金不算入制度の適用はありませ
ん｡
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を
満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）
の適用対象となります。
※当ファンドは、NISAの対象外です。詳しく

は、販売会社へお問合わせください。
なお、税法が改正された場合には、上記の内
容が変更されることがあります。

お申込みメモ

パン・パシフィック外国債券オープン
追加型投信／海外／債券

ファンドの費用・税金
投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限として販売会
社が定める率を乗じて得た額とします。詳細について
は、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※�購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き

等の対価として販売会社にお支払いいただきます。

信託財産留保額 ありません｡

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に対し、年1.1％（税抜1.0％）
の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて
毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映され
ます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託
財産中から支払われます。
＜内訳＞

配分
料率（年率）

［各販売会社の純資産額に応じて］
100億円
以下の部分

100億円超
300億円以下の部分

300億円超
の部分

委託会社 0.495％
（税抜0.45％）

0.44％
（税抜0.4％）

0.385％
（税抜0.35％）

販売会社 0.55％
（税抜0.5％）

0.605％
（税抜0.55％）

0.66％
（税抜0.6％）

受託会社 0.055％（税抜0.05％）
合計 1.1％（税抜1.0％）

その他の
費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査
法人に年0.0055％（税抜0.005％）を支払う他、有価
証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資
金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保
管費用、その他信託事務の処理に要する費用等があ
る場合には、信託財産でご負担いただきます。
※‌�その他の費用については､運用状況等により変動

しますので､事前に料率､上限額等を表示すること
ができません｡また、監査費用は監査法人等によっ
て見直され、変更される場合があります。

※�当該手数料等の合計額については､投資者の皆さまの保有期間等に
応じて異なりますので､表示することができません｡

ファンドの税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等によ
り異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税及び
地方税

配当所得として課税します。
普通分配金に対して…20.315％

換金（解約）時
及び償還時

所得税及び
地方税

譲渡所得として課税します。
換金（解約）時及び償還時の差益
（譲渡益）に対して……20.315％

※�外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。

※�受益者が確定拠出型年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連
合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制
度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用さ
れます。

※�法人の場合については上記と異なります。
※�税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税

金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧
めいたします。
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販売会社一覧
※お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

日本証券
業協会

一般社団
法人日本
投資顧問
業協会

一般社団
法人第二
種金融商
品取引業

協会

一般社団
法人金融
先物取引
業協会

株式会社あいち銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○ ○ ＊

株式会社イオン銀行
（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式
会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第6号 ○

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社三十三銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号 ○ ＊

株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第15号 ○

株式会社大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号 ○

株式会社第四北越銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第47号 ○ ○

株式会社東北銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第8号 ○ ＊

株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○

株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○ ＊

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○ ＊

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
(インターネットバンキング専用)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
(インターネットバンキング専用)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○ ○

株式会社武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第38号 ○

PayPay銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行
（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式
会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行
（委託金融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○ ＊

九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○ ＊

極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 ○ ○

十六TT証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号 ○

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○ ○

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 ○ ＊

ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 ○ ＊

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

三菱UFJ eスマート証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

FFG証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 ○ ○

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第191号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○

＊ 現在、新規の販売を停止しております。
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銀行

証券会社

販売会社名 登録番号

加入協会

備考



当資料ご利⽤にあたっての留意事項
〇

〇

〇

〇 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

〇

〇

〇

〇

委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。 ＜ファンドに関するお問い合わせ先＞
明治安田アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル 0120－565787（営業⽇の午前9時〜午後5時）
ホームページアドレス  https://www.myam.co.jp/

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱いおよび解約お申込みの受付等を⾏います。
販売会社一覧をご覧ください。

投資信託は、預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録⾦融機関から購⼊された投資信
託は投資者保護基⾦の補償対象ではありません。

パン・パシフィック外国債券オープン

追加型投信／海外／債券

当資料は、明治安田アセットマネジメント株式会社が運⽤状況をお知らせすることを目的に作成したものであり、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料で
はありません。

投資信託のお申込みを⾏う場合には投資信託説明書（交付目論⾒書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論⾒書）で
内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

〇 投資信託はリスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。投資信託の運⽤による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。

明治安田アセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第405 号
加⼊協会︓一般社団法⼈投資信託協会

一般社団法⼈⽇本投資顧問業協会

〇 当資料の運⽤実績に関するグラフ・数値等は、過去の実績を⽰したものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、それらを作成・公表している各主体に帰
属します。各主体は、当ファンドの運⽤成果等に関し、一切責任はありません。

当資料に記載された⾒解・⾒通し・投資⽅針は作成時点における明治安田アセットマネジメント株式会社の⾒解等であり、将来の経済・市場環境の変
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